
国
民
健
康
保
険
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

国
民
健
康
保
険
法
施
行
条
例
（
平
成
二
十
九
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
中
「
第
九
条
第
六
項
第
二
号
」
を
「
第
九
条
第
六
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
一
般
納
付
金
被
保
険
者
数
等
割
合
）

第
十
一
条
の
二

算
定
政
令
第
九
条
第
一
項
第
三
号
ロ
の
一
般
納
付
金
被
保
険
者
数
等
割
合
は
、
各
市
町
村
に
つ
き
、
当
該
市
町
村
に
係
る
同
条
第
七
項
第
二
号
に
掲
げ
る
数
と
す
る
。

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
一
般
納
付
金
所
得
割
指
数
及
び
」
を
削
り
、
同
条
中
「
第
九
条
第
六
項
第
二
号
イ
�2
の
一
般
納
付
金
所
得
割
指
数
及
び
同
条
第
七
項
第
二
号
イ
�2
」
を
「
第
九

条
第
七
項
第
二
号
イ
�2
」
に
改
め
、「
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
る
。

第
十
四
条
中
「
第
十
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
十
条
第
四
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
被
保
険
者
数
等
割
合
）

第
十
四
条
の
二

算
定
政
令
第
十
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
被
保
険
者
数
等
割
合
は
、
各
市
町
村
に
つ
き
、
当
該
市
町
村
に
係
る
同
条
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ

る
数
と
す
る
。

第
十
五
条
の
見
出
し
中
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
所
得
割
指
数
及
び
」
を
削
り
、
同
条
中
「
第
十
条
第
四
項
第
二
号
イ
�2
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
所
得
割
指
数
及
び
同

条
第
五
項
第
二
号
イ
�2
」
を
「
第
十
条
第
五
項
第
二
号
イ
�2
」
に
改
め
、「
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
る
。

第
十
七
条
中
「
同
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
同
条
第
四
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
数
等
割
合
）

第
十
七
条
の
二

算
定
政
令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
数
等
割
合
は
、
各
市
町
村
に
つ
き
、
当
該
市
町
村
に
係
る
同
条
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
数
と
す
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国
民
健
康
保
険
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
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十
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二
十
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門

徳
島
県
条
例
第
五
十
二
号



る
。

第
十
八
条
の
見
出
し
中
「
介
護
納
付
金
納
付
金
所
得
割
指
数
及
び
」
を
削
り
、
同
条
中
「
第
十
一
条
第
四
項
第
二
号
イ
�2
の
介
護
納
付
金
納
付
金
所
得
割
指
数
及
び
同
条
第
五
項
第
二
号

イ
�2
」
を
「
第
十
一
条
第
五
項
第
二
号
イ
�2
」
に
改
め
、「
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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